
マイナンバー
　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
住
民
票
を

有
す
る
す
べ
て
の
方
一
人
ひ
と
り

に
与
え
ら
れ
た
12
桁
の
番
号
で

す
。

　

社
会
保
障
、
税
、
災
害
対
策
の

分
野
で
効
率
的
に
情
報
を
管
理

し
、
複
数
の
機
関
に
存
在
す
る
個

人
の
情
報
が
同
一
人
の
情
報
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
活
用

さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
は
「
公
平
・
公
正
な
社
会
の
実
現
」

「
国
民
の
利
便
性
の
向
上
」「
行
政
の
効
率
化
」
と
い
う
メ
リ
ッ

ト
が
あ
り
ま
す
。

行政機関や地方公共団体などで、

様々な情報の照合、転記、入力な

どに要している時間や労力が大幅

に削減されます。

複数の業務の間での連携が進み、

作業の重複などの無駄が削減され

ます。

添付書類の削減など、行政手続が

簡素化され、国民の負担が軽減さ

れます。

行政機関が持っている自分の情報

を確認したり、行政機関から様々

なサービスのお知らせを受け取っ

たりできます。

所得や他の行政サービスの受給状

況を把握しやすくなるため、負担

を不当に免れることや給付を不正

に受けることを防止するとともに、

本当に困っている方にきめ細やか

な支援を行うことができます。

行政の効率化

国民の利便性の向上

公平・公正な社会の実現

　
現
在
、
国
で
は
「
社
会
保
障
・

税
番
号
制
度
」（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
）
の
運
用
開
始
に
向
け
、
準

備
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
年

10
月
か
ら
「
通
知
カ
ー
ド
」
が
住

民
票
を
有
す
る
市
民
全
員
に
郵

送
さ
れ
、
平
成
28
年
1
月
か
ら

は
、
行
政
手
続
き
の
中
で
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
利
用
し
て
い
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ
の
制
度
の
概
要

に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。
　
　
　

　
　 

　
　
　【
市
民
部
・
市
民
課
】

今年10月以降、あなたにも「通知カード」が届きます。

▲届けられる「通知カード」と「個人番号カード交付申請書」〈表面〉

（イメージ）

通
知
カ
ー
ド

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書

は じ ま り ま す ！

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

っ
て
何
？

ど
う
し
て
必
要
な
の
？

★チャンネル下呂（14：00～）、下呂市ホームページでもマイナンバー制度について紹介をしています。
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マイナンバー制度等についての詳細や最新情報は、
国（内閣府）の社会保障・税番号制度のホームページをご覧ください。

　

平
成
27
年
10
月
か
ら
住
民
票
を

有
す
る
す
べ
て
の
方
に
紙
製
の「
通

知
カ
ー
ド
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

こ
の
カ
ー
ド
に
記
載
さ
れ
た
12
桁

の
番
号
が
あ
な
た
の

”
マ
イ
ナ
ン

バ
ー

“
で
す
。
こ
の
カ
ー
ド
は
「
個

人
番
号
カ
ー
ド
」
の
交
付
申
請
の

手
続
き
を
し
な
け
れ
ば
、
生
涯
使

用
す
る
も
の
で
す
。
大
切
に
保
管

し
、
市
役
所
で
各
種
手
続
き
を
す

る
際
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
社
会
保
障
、

税
、
災
害
対
策
の
手
続
の
た
め
に
、

国
や
地
方
公
共
団
体
、
勤
務
先
、

金
融
機
関
、
年
金
・
医
療
保
険
者

な
ど
に
提
供
す
る
も
の
で
す
。
こ

う
し
た
法
律
で
定
め
ら
れ
た
目
的

以
外
に
む
や
み
に
他
人
に
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
提
供
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

の
で
、
こ
れ
１
枚
で
は
身
分
証
明

書
と
し
て
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

　

公
的
な
身
分
証
明
と
し
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
公
的

個
人
認
証
の
機
能
を
付
加
し
、
電

子
申
請
を
す
る
際
に
は
「
個
人
番

号
カ
ー
ド
」
が
便
利
で
す
。

　

交
付
申
請
は
「
通
知
カ
ー
ド
」

送
付
時
に
同
封
さ
れ
て
い
る
申
請

書
に
記
入
し
て
郵
送
す
る
か
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
で
も
行
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。
（
交
付
手
数
料

は
無
料
で
す
）　

　

「
通
知
カ
ー
ド
」
は
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
お
知
ら
せ
す
る
も
の
な

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
安
心
・

安
全
に
ご
利
用
い
た
だ
く
た

め
に
、
制
度
面
と
シ
ス
テ

ム
面
の
両
方
か
ら
個
人
情

報
を
保
護
す
る
た
め
の
措

置
を
講
じ
て
い
ま
す
。
他

人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不
正

に
入
手
し
た
り
、
他
人
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
り
扱
っ
て

い
る
人
が
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

や
個
人
の
秘
密
が
記
録
さ
れ

た
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
他

人
に
不
当
に
提
供
し
た
り
す

る
と
、
処
罰
の
対
象
に
な
り

ま
す
。

個人番号カード

（イメージ）

　

「
通
知
カ
ー
ド
」
は
、
住
民
票

の
住
所
に
送
付
さ
れ
ま
す
。
し
か

し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、

住
民
票
の
住
所
と
異
な
る
と
こ
ろ

に
お
住
ま
い
の
方
は
「
居
所
情
報

登
録
申
請
書
」
を
住
民
票
の
あ
る

市
区
町
村
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
通
知
カ
ー
ド
は
転
送
さ
れ
ま
せ
ん
。）

もうすぐ
はじまるって、
本当？

あなたたち
みんなの番号も
準備中よ！

番
号
は

い
つ
わ
か
る
の
？

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

使
用
目
的
は
？

個
人
情
報
の
管
理

は
安
全
な
の
？

住
所
地
に
住
ん
で

い
な
い
場
合
は

申
請
し
ま
し
ょ
う

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」

政府広報オンライン　　http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/index.html

   内　閣　官　房　　　http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

お問い合わせ／マイナンバーコールセンターへ

　　　　　　0570-20-0178
★チャンネル下呂（14：00～）、下呂市ホームページでもマイナンバー制度について紹介をしています。

平日９時 30 分〜17時30分（土日祝日、年末年始を除く）

〈表面〉

〈裏面〉
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